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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
平
成
二
七
年
九
月
二
日
に
公
布
さ
れ
、

同
月
一
六
日
に
施
行
さ
れ
た
「
有
価
証
券
の
取
引
等
の

規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令
」（
内
閣
府
令
第
五
〇
号
。
い
わ
ゆ
る
「
知
る
前
契
約
・

計
画
」
に
係
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
適
用
除
外
規
定

の
見
直
し
）
お
よ
び
同
月
二
日
よ
り
公
表
・
適
用
さ
れ

て
い
る
「
金
融
商
品
取
引
法
等
に
関
す
る
留
意
事
項
に

つ
い
て
」（
金
融
商
品
取
引
法
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
。
以
下

「
金
商
法
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
の
一
部
改
正

（
い
わ
ゆ
る「
対
抗
買
い
」
に
係
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

規
制
の
適
用
除
外
規
定
の
解
釈
の
明
確
化
）
に
つ
い

て
、
解
説
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
（
注
一
）。

二　

改
正
の
経
緯

　

平
成
二
四
年
七
月
四
日
、
金
融
担
当
大
臣
よ
り
金
融

審
議
会
に
対
し
、
わ
が
国
市
場
の
公
正
性
・
透
明
性
に

対
す
る
投
資
家
の
信
頼
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
見
直
し
の
検
討
に
つ
い
て
諮
問

が
行
わ
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
に
設
置

さ
れ
た
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
す
る
ワ
ー
キ

ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
座
長
・
神
田
秀
樹
東
京
大
学
大

学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
）
に
お
い
て
、
平
成
二

四
年
七
月
三
一
日
か
ら
計
七
回
に
わ
た
り
審
議
が
行
わ

れ
、
同
年
一
二
月
二
五
日
に
、
報
告
書
（「
近
年
の
違
反

事
案
及
び
金
融
・
企
業
実
務
を
踏
ま
え
た
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制
を
め
ぐ
る
制
度
整
備
に
つ
い
て
」（
注

二
）。
以
下
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
書
」
と
い
う
）

が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
平
成
二
五
年
二
月
二
七
日
、
金

融
審
議
会
総
会
・
金
融
分
科
会
合
同
会
合
に
お
い
て
報

告
・
承
認
さ
れ
た
。

　

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
書
を
踏
ま
え
、
平
成
二
五

年
の
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
金
商
法
」
と
い
う
）

改
正
お
よ
び
関
係
政
府
令
の
改
正
に
よ
り
、
情
報
伝

達
・
取
引
推
奨
行
為
に
対
す
る
規
制
の
導
入
、
資
産
運

取
引
規
制
府
令
お
よ
び
金
商
法
等
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
一
部
改
正
の
解
説

─�
い
わ
ゆ
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知
る
前
契
約
・
計
画
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抗
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係
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イ
ン
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イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
適
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除
外
規
定
の
見
直
し
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用
業
者
の
違
反
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
の
引
上
げ
、
法

令
違
反
行
為
を
行
っ
た
者
の
氏
名
等
の
公
表
措
置
の
創

設
、
近
年
の
金
融
・
企
業
実
務
を
踏
ま
え
た
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制
の
見
直
し
等
が
行
わ
れ
た
が
（
注
三
）、

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
書
に
お
け
る
提
言
の
う
ち
、

以
下
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
今
般
、
措
置
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

① 　

い
わ
ゆ
る
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
係
る
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
適
用
除
外
規
定
の
見
直

し
（
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣

府
令
（
以
下
「
取
引
規
制
府
令
」
と
い
う
）
の
改

正
）

　

② 　

い
わ
ゆ
る
「
対
抗
買
い
」
に
係
る
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制
の
適
用
除
外
規
定
の
解
釈
の
明
確

化
（
金
商
法
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
）

　

こ
れ
ら
①
お
よ
び
②
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
七
年
六

月
一
八
日
か
ら
七
月
二
一
日
ま
で
行
政
手
続
法
に
基
づ

く
意
見
公
募
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
が
行
わ

れ
た
（
注
四
）。
そ
の
後
、
①
に
つ
い
て
は
、
同
年
九
月

二
日
に
公
布
さ
れ
、
同
月
一
六
日
に
施
行
さ
れ
た
。
②

に
つ
い
て
は
、
同
月
二
日
よ
り
公
表
・
適
用
さ
れ
て
い

る
（
注
五
）。

三　

い
わ
ゆ
る
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
係

る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
適
用
除
外
規

定
の
見
直
し

１　

改
正
の
背
景
・
概
要

　

上
場
会
社
等
に
係
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事
実
を

知
っ
た
者
が
行
う
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
で

あ
っ
て
も
、
重
要
事
実
を
知
っ
た
こ
と
と
無
関
係
に
行

わ
れ
る
売
買
等
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、

証
券
市
場
の
公
正
性
と
健
全
性
に
対
す
る
投
資
家
の
信

頼
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

次
の
①
お
よ
び
②
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
適

用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
（
金
商
法
一
六
六
条
六
項
一
二

号
）。

　

① 　

重
要
事
実
を
知
る
前
に
締
結
さ
れ
た
当
該
上
場

会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
に
関

す
る
契
約
（
い
わ
ゆ
る
「
知
る
前
契
約
」）
の
履
行

と
し
て
売
買
等
を
す
る
場
合

　

② 　

重
要
事
実
を
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
当
該
上
場

会
社
等
の
特
定
有
価
証
券
等
に
係
る
売
買
等
の
計

画
（
い
わ
ゆ
る
「
知
る
前
計
画
」）
の
実
行
と
し
て

売
買
等
を
す
る
場
合

　

こ
れ
ら
①
お
よ
び
②
に
つ
い
て
は
、
適
用
除
外
範
囲

の
明
確
性
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
、
取
引
規
制
府
令
に

列
挙
さ
れ
て
い
る
個
別
の
類
型
の
み
が
適
用
除
外
の
対

象
と
さ
れ
て
お
り
、
平
成
元
年
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

規
制
が
導
入
さ
れ
た
当
時
は
六
類
型
に
限
定
さ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
類
型
が
順
次
追
加
さ
れ
て
き
た

（
取
引
規
制
府
令
五
九
条
一
項
一
号
〜
一
三
号
）。
し
か
し
、

適
用
除
外
の
類
型
を
個
別
に
追
加
し
て
い
く
方
法
で

は
、
規
制
の
必
要
性
が
乏
し
い
類
型
を
網
羅
的
に
適
用

除
外
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
規
制
範
囲

が
過
大
と
な
っ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
指
摘
が
さ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ

報
告
書
に
お
い
て
は
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
係
る

適
用
除
外
に
関
し
て
求
め
ら
れ
る
対
応
に
つ
い
て
、
以

下
の
と
お
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
六
）。

４ 

．
い
わ
ゆ
る
知
る
前
契
約
・
計
画
に
係
る
適
用

除
外

⑵　

求
め
ら
れ
る
対
応

　

取
引
の
円
滑
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
次
の
視

点
に
基
づ
い
た
基
本
的
考
え
方
を
明
確
化
し
、
よ

り
包
括
的
な
適
用
除
外
の
規
定
を
設
け
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
よ
り
法
令

の
解
釈
を
事
前
に
示
し
て
い
く
こ
と
が
適
当
で
あ

る
。

　

・ 　

未
公
表
の
重
要
事
実
を
知
る
前
に
締
結
・

決
定
さ
れ
た
契
約
・
計
画
で
あ
る
こ
と

　

・ 　

当
該
契
約
・
計
画
の
中
で
、
そ
れ
に
従
っ

た
売
買
等
の
具
体
的
な
内
容
が
定
め
ら
れ
て

い
る
な
ど
、
裁
量
的
に
売
買
等
が
行
わ
れ
る

も
の
で
な
い
こ
と
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・ 　

当
該
契
約
・
計
画
に
従
っ
た
売
買
等
で
あ

る
こ
と

　

上
述
の
見
直
し
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
事
後

的
に
契
約
や
計
画
が
捏
造
さ
れ
る
リ
ス
ク
に
配
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
反
復

継
続
し
て
取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
契

約
」
や
「
計
画
」
で
あ
れ
ば
、
事
後
的
に
捏
造
さ

れ
る
お
そ
れ
は
類
型
的
に
低
く
、
ま
た
、
単
発
の

取
引
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る「
契
約
」
や「
計

画
」
で
あ
っ
て
も
、
未
公
表
の
重
要
事
実
を
知
る

前
に
締
結
・
決
定
し
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
よ
う

な
措
置
（
例
え
ば
証
券
会
社
等
に
よ
る
確
認
を
得

る
な
ど
）
が
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
契
約
」
や
「
計

画
」
が
捏
造
さ
れ
る
お
そ
れ
は
低
い
と
こ
ろ
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
観
点
を
踏
ま
え
、
適
切
な
制
度
整

備
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
書
に
お
け
る
前

記
の
よ
う
な
提
言
を
踏
ま
え
つ
つ
、
従
前
よ
り
規
定
さ

れ
て
い
た
取
引
規
制
府
令
五
九
条
一
項
一
号
〜
一
三
号

に
加
え
て
、
よ
り
包
括
的
な
適
用
除
外
規
定
を
設
け
る

こ
と
と
し
た
（
同
項
一
四
号
）。
適
用
除
外
の
要
件
の
概

要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

イ 　

重
要
事
実
を
知
る
前
に
書
面
に
よ
る
契
約
・

計
画
の
締
結
・
決
定
を
行
い
、
当
該
契
約
・
計

画
の
履
行
・
実
行
と
し
て
売
買
等
を
行
う
こ
と

ロ 　

重
要
事
実
を
知
る
前
に
⑴
〜
⑶
い
ず
れ
か
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と

　

⑴ 　
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
の
写
し
が
証
券

会
社
に
対
し
て
提
出
さ
れ
、
提
出
日
付
に
つ

い
て
確
認
を
受
け
た
こ
と
（
当
該
証
券
会
社

が
当
該
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
ま
た
は
当

該
計
画
を
共
同
し
て
決
定
し
た
者
で
あ
る
場

合
を
除
く
）

　

⑵ 　
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
確
定
日
付
が

付
さ
れ
た
こ
と
（
証
券
会
社
が
当
該
契
約
を

締
結
し
た
者
ま
た
は
当
該
計
画
を
決
定
し
た

者
で
あ
る
場
合
に
限
る
）

　

⑶ 　
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
が
金
商
法
一
六

六
条
四
項
に
定
め
る
公
表
の
措
置
に
準
じ
公

衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
た
こ
と

ハ 　

売
買
等
の
別
、
銘
柄
お
よ
び
期
日
な
ら
び
に

当
該
期
日
に
お
け
る
売
買
等
の
総
額
ま
た
は
数

が
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
お
い
て
特
定
さ

れ
ま
た
は
裁
量
の
余
地
が
な
い
方
式
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
こ
と

　

な
お
、
公
開
買
付
け
等
事
実
に
係
る
「
知
る
前
契

約
・
計
画
」（
金
商
法
一
六
七
条
五
項
一
四
号
、
取
引
規
制

府
令
六
三
条
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
（
同
条
一
項
一
四
号
）。
以
下
で
は
、
主

に
重
要
事
実
に
係
る
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
を
念
頭

に
置
い
て
解
説
を
行
う
が
、
公
開
買
付
け
等
事
実
に
係

る
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に

同
様
の
説
明
が
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２　

取
引
規
制
府
令
五
九
条
一
項
一
四
号
イ
・
六
三

条
一
項
一
四
号
イ

　

一
四
号
の
規
定
に
よ
る
適
用
除
外
を
受
け
る
た
め
に

は
、
重
要
事
実
ま
た
は
公
開
買
付
け
等
事
実
（
以
下
、

併
せ
て
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
」
と
い
う
）
を
「
知
る

前
」
に
、
契
約
が
締
結
さ
れ
ま
た
は
計
画
が
決
定
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。

　
「
締
結
さ
れ
た
契
約
」
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、
単
に

書
面
に
よ
り
契
約
の
内
容
と
な
る
条
項
が
作
成
さ
れ
た

の
み
で
は
足
り
ず
、
契
約
当
事
者
に
よ
る
当
該
契
約
を

履
行
す
る
旨
の
意
思
表
示
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
と

同
様
、「
決
定
さ
れ
た
計
画
」
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、

単
に
書
面
に
よ
り
計
画
の
内
容
と
な
る
条
項
が
作
成
さ

れ
た
の
み
で
は
足
り
ず
、
計
画
当
事
者
に
よ
る
当
該
計

画
を
実
行
す
る
旨
の
意
思
表
示
が
必
要
と
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
従
業
員
持
株
会
に
つ
い
て
は
、
単
に
計

画
の
内
容
と
な
る
持
株
会
規
約
が
作
成
さ
れ
た
の
み
で

は
足
り
ず
、
個
々
の
従
業
員
が
当
該
持
株
会
規
約
に

従
っ
て
買
付
け
等
を
行
う
旨
の
意
思
表
示
、
す
な
わ
ち

従
業
員
持
株
会
へ
の
入
会
の
申
込
み
の
意
思
表
示
が
必

要
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
持
株
会
規

約
と
入
会
申
込
書
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
「
決
定
さ
れ
た

計
画
」
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

計
画
を
、
当
該
計
画
を
実
行
す
る
意
思
の
も
と
、
書

面
に
よ
り
作
成
す
れ
ば
、
通
常
、
当
該
計
画
は
、「
決
定

さ
れ
た
計
画
」
に
該
当
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
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え
ら
れ
る
（
注
七
）。
ま
た
、
法
人
が
計
画
を
決
定
す
る

場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
お
け
る
権
限
分
掌
規
程
等
に

従
っ
て
決
定
す
れ
ば
、「
決
定
さ
れ
た
計
画
」
に
該
当
す

る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
八
）。

　
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
は
、
書
面
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
書
式
等
に
つ
い
て
は
特
に

定
め
が
な
い
（
注
九
）。
口
頭
で
の
契
約
・
計
画
や
、
電

磁
的
記
録
に
よ
る
契
約
・
計
画
は
認
め
ら
れ
な
い
（
注

一
〇
）。

　

ま
た
、
売
買
等
が
「
契
約
の
履
行
と
し
て
」
ま
た
は

「
計
画
の
実
行
と
し
て
」
行
わ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
基
づ
く
売
買
等
で
あ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
知
る
前
契
約
・
計

画
」
の
内
容
と
は
異
な
る
内
容
の
売
買
等
を
行
っ
た
場

合
に
は
、
当
該
売
買
等
は
、
基
本
的
に
、「
契
約
の
履
行

と
し
て
」
ま
た
は
「
計
画
の
実
行
と
し
て
」
行
わ
れ
た

と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

３　

取
引
規
制
府
令
五
九
条
一
項
一
四
号
ロ
・
六
三

条
一
項
一
四
号
ロ

　

一
四
号
の
規
定
に
よ
る
適
用
除
外
を
受
け
る
た
め
に

は
、
契
約
・
計
画
の
事
後
的
な
捏
造
を
防
止
す
る
観
点

か
ら
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
を
知
る
前
に
、
次
の
①
〜

③
い
ず
れ
か
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

　

① 　
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
の
写
し
が
証
券
会
社

に
対
し
て
提
出
さ
れ
、
提
出
日
付
に
つ
い
て
確
認

を
受
け
た
こ
と

　

② 　
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
確
定
日
付
が
付
さ

れ
た
こ
と

　

③ 　
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
が
公
衆
の
縦
覧
に
供

さ
れ
た
こ
と

⑴　

証
券
会
社
に
対
す
る
提
出
等
の
措
置
（
一
四
号
ロ

⑴
）

ア　

証
券
会
社
に
よ
る
受
入
れ
お
よ
び
確
認

　

契
約
・
計
画
の
事
後
的
な
捏
造
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
の
一
つ
目
と
し
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
を
知
る

前
に
、
契
約
・
計
画
の
写
し
が
証
券
会
社
（
注
一
一
）
に

対
し
て
提
出
さ
れ
、
提
出
日
付
に
つ
い
て
確
認
を
受
け

る
と
い
う
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

Ｗ
Ｇ
報
告
書
に
お
い
て
も
、「
例
え
ば
証
券
会
社
等
に

よ
る
確
認
を
得
る
」
措
置
が
提
言
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る
（
注
一
二
）。

　

こ
の
点
、
日
本
証
券
業
協
会
の
「
協
会
員
の
投
資
勧

誘
、
顧
客
管
理
等
に
関
す
る
規
則
」（
以
下
「
投
資
勧
誘

等
規
則
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、
証
券
会
社
は
、
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
の
未
然
防
止
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た

社
内
規
則
を
制
定
す
る
な
ど
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に

関
す
る
管
理
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
（
投
資
勧
誘
等
規
則
一
五
条
七
項
）。
投
資
勧
誘
等

規
則
一
五
条
七
項
に
基
づ
く
社
内
規
則
に
つ
い
て
は
、

日
本
証
券
業
協
会
が
社
内
規
程
モ
デ
ル
を
作
成
・
公
表

し
て
い
る
。
証
券
会
社
各
社
に
お
い
て
は
、
同
項
に
基

づ
き
、
社
内
規
程
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
つ
つ
、
提
出
を

受
け
た
契
約
・
計
画
の
写
し
の
提
出
日
付
の
確
認
お
よ

び
当
該
写
し
の
保
存
等
に
つ
い
て
、
適
正
に
実
施
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、
証
券
会
社
は
、
顧
客
か
ら
契
約
・
計
画
を
受

け
入
れ
る
に
当
た
っ
て
、
基
本
的
に
、
契
約
の
締
結

日
・
計
画
の
決
定
日
や
、
契
約
・
計
画
の
内
容
を
確
認

す
る
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
顧
客
か
ら

売
買
等
の
受
託
等
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
売
買
等

の
内
容
が
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
記
載
の
と
お
り
の

内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
ま
で
は
求

め
ら
れ
な
い
（
注
一
三
）。
た
だ
し
、
証
券
会
社
は
、
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
違
反
す
る
こ
と
ま
た
は
違
反

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
売
買
等
の
受

託
等
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
金

融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
一
一
七
条
一
項
一

三
号
）、
売
買
等
の
受
託
等
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
少

な
く
と
も
、
顧
客
か
ら
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
に
基
づ

く
取
引
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
必
要

と
考
え
ら
れ
る
。

イ　

証
券
会
社
が
「
知
る
前
契
約
」
を
締
結
し
た
者

ま
た
は
「
知
る
前
計
画
」
を
決
定
し
た
者
で
あ
る

場
合

　

証
券
会
社
が
「
知
る
前
契
約
」
を
締
結
し
た
者
ま
た

は「
知
る
前
計
画
」
を
決
定
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
証
券
会
社
は
、
当
該
契
約
・
計
画
の
写
し
の
提
出

先
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、「
提
出
」
と
い
う
文
言
上
、
異
な
る
者
同

士
で
の
受
渡
し
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
契

約
・
計
画
を
自
分
自
身
に
対
し
て
提
出
す
る
と
い
う
行

為
は
観
念
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
証
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券
会
社
が
、
自
ら
が
締
結
・
決
定
し
た
「
知
る
前
契

約
・
計
画
」
を
自
分
自
身
に
対
し
て
提
出
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
証
券
会
社
の
顧
客
等
が
、
当
該
証
券
会
社
を

相
手
方
と
し
て
締
結
し
た
「
知
る
前
契
約
」
ま
た
は
当

該
証
券
会
社
と
共
同
し
て
決
定
し
た
「
知
る
前
計
画
」

を
、
当
該
証
券
会
社
に
対
し
て
提
出
す
る
と
い
う
行
為

は
観
念
し
得
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
当
該
証
券
会

社
は
、
自
己
の
契
約
・
計
画
を
確
認
す
る
こ
と
と
な

り
、
事
後
的
な
捏
造
を
防
止
す
る
措
置
と
し
て
適
切
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
証
券
会
社
が
「
知

る
前
契
約
」
を
締
結
し
た
相
手
方
ま
た
は
「
知
る
前
計

画
」
を
共
同
し
て
決
定
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
顧
客
等
が
当
該
証
券
会
社
に
対
し
て
当
該
「
知
る

前
契
約
・
計
画
」
を
提
出
し
て
も
、
適
用
除
外
の
要
件

を
満
た
さ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る（
一
四
号
ロ
⑴
か
っ
こ

書
）。

　

以
上
を
整
理
す
る
と
、
図
表
１
の
と
お
り
で
あ
り
、

証
券
会
社
が
「
知
る
前
契
約
」
を
締
結
し
た
者
ま
た
は

「
知
る
前
計
画
」
を
決
定
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
証
券
会
社
は
、
当
該
契
約
・
計
画
の
提
出
先
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
の
証
券
会
社
に
対
し
て
当

該
契
約
・
計
画
を
提
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま

た
、
確
定
日
付
の
付
与
の
措
置
（
一
四
号
ロ
⑵
）
ま
た
は

公
衆
縦
覧
の
措
置（
一
四
号
ロ
⑶
）
を
講
じ
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
四
号
ロ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
（
注

一
四
）。

　

な
お
、「
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
が
当
該
契
約
を

締
結
し
た
相
手
方
又
は
当
該
計
画
を
共
同
し
て
決
定
し

た
者
で
あ
る
場
合
」（
一
四
号
ロ
⑴
か
っ
こ
書
）
と
は
、
証

券
会
社
が
「
知
る
前
契
約
」
の
相
手
方
ま
た
は
「
知
る

前
計
画
」
の
共
同
決
定
者
で
あ
る
場
合
の
こ
と
で
あ

り
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
の
履
行
・
実
行
と
し
て
行

う
売
買
等
の
委
託
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
場
合
の
こ
と

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
注
一
五
）。
し
た
が
っ
て
、

「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
の
履
行
・
実
行
と
し
て
行
う

売
買
等
の
委
託
先
の
証
券
会
社
に
対
し
、
当
該
「
知
る

前
契
約
・
計
画
」
を
提
出
す
る
こ
と
が
、
一
四
号
ロ
⑴

の
措
置
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
前
記
２
の
と
お
り
、「
決
定
さ
れ
た
計
画
」
に

該
当
す
る
た
め
に
は
当
該
計
画
を
実
行
す
る
旨
の
意
思

表
示
が
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
同
様
、

「
計
画
を
決
定
し
た
者
」
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、
当
該

計
画
を
実
行
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
者
で
あ
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

単
に
計
画
の
作
成
や
実
行
に
関
与
し
た
り
協
力
し
た
こ

と
を
も
っ
て
、「
計
画
を
共
同
し
て
決
定
し
た
者
」
に
該

〔図表１〕　14号ロ⑴の措置の利用可否の概要

類　　型 14号ロ⑴の措置の利用可否

顧客等が，証券会社Ａ以外の者
との間で締結した知る前契約を
証券会社Ａに対して提出する場
合

○

顧客等が，単独でまたは証券会
社Ａ以外の者と共同して決定し
た知る前計画を証券会社Ａに対
して提出する場合

○

証券会社Ａが，自らが締結した
知る前契約を自分自身に対して
提出する場合

×

証券会社Ａが，自らが決定した
知る前計画を自分自身に対して
提出する場合

×

顧客等が，証券会社Ａとの間で
締結した知る前契約を証券会社
Ａに対して提出する場合

×

顧客等が，証券会社Ａと共同し
て決定した知る前計画を証券会
社Ａに対して提出する場合

×

証券会社Ａが，自らが締結した
知る前契約を証券会社Ｂに対し
て提出する場合

○

証券会社Ａが，自らが決定した
知る前計画を証券会社Ｂに対し
て提出する場合

○

顧客等が，証券会社Ａとの間で
締結した知る前契約を証券会社
Ｂに対して提出する場合

○

顧客等が，証券会社Ａと共同し
て決定した知る前計画を証券会
社Ｂに対して提出する場合

○
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当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

証
券
会
社
が
従
業
員
持
株
会
規
約
の
モ
デ
ル
を
提
供
し

た
り
、
顧
客
等
か
ら
「
知
る
前
計
画
」
の
実
行
の
た
め

取
引
一
任
勘
定
取
引
の
委
託
を
受
け
た
こ
と
を
も
っ

て
、「
計
画
を
共
同
し
て
決
定
し
た
者
」
に
該
当
す
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
注
一
六
）。

⑵　

確
定
日
付
の
付
与
の
措
置
（
一
四
号
ロ
⑵
）

ア　

確
定
日
付

　

契
約
・
計
画
の
事
後
的
な
捏
造
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
の
二
つ
目
と
し
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
を
知
る

前
に
、
契
約
・
計
画
に
確
定
日
付
の
付
与
を
受
け
る
と

い
う
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

民
法
施
行
法
五
条
一
項
に
、
確
定
日
付
が
あ
る
と
さ

れ
る
場
合
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、
公

証
人
役
場
に
お
い
て
公
証
人
が
契
約
書
面
・
計
画
書
面

に
日
付
あ
る
印
章
を
押
捺
す
る
方
法（
同
項
二
号
）
が
利

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

イ　

証
券
会
社
が
「
知
る
前
契
約
」
を
締
結
し
た
者

ま
た
は
「
知
る
前
計
画
」
を
決
定
し
た
者
で
あ
る

場
合

　

同
一
期
日
に
お
け
る
同
一
銘
柄
に
つ
い
て
の
売
付
け

の
計
画
と
買
付
け
の
計
画
を
両
方
準
備
し
た
上
で
、
当

該
期
日
に
お
い
て
有
利
な
計
画
の
み
を
実
行
す
る
こ
と

と
す
る
な
ど
、
あ
ら
か
じ
め
複
数
の
契
約
・
計
画
を
準

備
し
た
上
で
、
有
利
な
契
約
・
計
画
の
み
を
履
行
・
実

行
し
、
不
利
な
契
約
・
計
画
を
履
行
・
実
行
し
な
い
こ

と
と
す
る
場
合
、
形
式
的
に
は
別
個
の
契
約
・
計
画
で

あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
「
売
買
等
の
別
」
や

「
期
日
」
等
に
つ
い
て
特
定
さ
れ
ま
た
は
裁
量
の
余
地

が
な
い
方
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ

な
い
と
き
は
、
一
四
号
ハ
の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
行
っ

た
売
買
等
に
つ
い
て
適
用
除
外
を
受
け
ら
れ
な
い
と
考

え
ら
れ
る
（
注
一
七
）。

　

し
か
し
、
確
定
日
付
の
付
与
を
受
け
た
契
約
・
計
画

は
、
基
本
的
に
、
公
証
人
役
場
等
に
お
い
て
は
保
管
さ

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
契
約
・
計
画
を
履
行
・
実
行
す
る

本
人
が
隠
匿
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

確
定
日
付
の
付
与
を
受
け
る
措
置
の
利
用
を
一
般
に
認

め
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
複
数
の
契
約
・
計
画
を
準
備
し

た
上
で
、
有
利
な
契
約
・
計
画
の
み
を
履
行
・
実
行

し
、
不
利
な
契
約
ま
た
は
計
画
を
履
行
・
実
行
し
な
い

こ
と
と
し
、
か
つ
、
履
行
・
実
行
し
な
い
こ
と
と
し
た

契
約
・
計
画
を
隠
匿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ

め
複
数
の
契
約
・
計
画
を
準
備
し
た
事
実
を
隠
匿
し
て

適
用
除
外
を
受
け
る
と
い
う
、
潜
脱
行
為
が
容
易
に
で

き
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
悪
用
事
例
を
防
止
す
る
観
点

か
ら
、
確
定
日
付
の
付
与
を
受
け
る
措
置
は
、
一
般
に

は
利
用
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
前

記
⑴
イ
の
と
お
り
、
証
券
会
社
が
「
知
る
前
契
約
」
を

締
結
し
た
者
ま
た
は
「
知
る
前
計
画
」
を
決
定
し
た
者

で
あ
る
場
合
に
は
、
一
四
号
ロ
⑴
の
措
置
は
、
他
の
証

券
会
社
に
対
し
て
当
該
契
約
・
計
画
を
提
出
す
る
方
法

で
し
か
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
は
、
確
定
日
付
の
付
与
を
受
け

る
措
置
の
利
用
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
一
四
号

ロ
⑵
か
っ
こ
書
）。

　

た
だ
し
、
前
記
⑴
ア
の
と
お
り
、
証
券
会
社
は
、
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
未
然
防
止
に
関
す
る
事
項
を
定
め

た
社
内
規
則
を
制
定
す
る
な
ど
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

に
関
す
る
管
理
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
投
資
勧
誘
等
規
則
一
五
条
七
項
）、

証
券
会
社
各
社
に
お
い
て
は
、
確
定
日
付
の
付
与
を
受

け
る
措
置
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
投
資
勧
誘
等
規
則

一
五
条
七
項
に
基
づ
き
、
日
本
証
券
業
協
会
の
社
内
規

程
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
つ
つ
、
自
ら
が
締
結
・
決
定
し

た
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
の
保
存
等
に
つ
い
て
、
適

正
に
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

⑶　

公
衆
縦
覧
の
措
置
（
一
四
号
ロ
⑶
）

　

契
約
・
計
画
の
事
後
的
な
捏
造
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
の
三
つ
目
と
し
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
を
知
る

前
に
、
契
約
・
計
画
を
公
衆
縦
覧
に
供
す
る
と
い
う
措

置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

公
表
の
方
法
は
、「
法
第
百
六
十
六
条
第
四
項
に
定

め
る
公
表
の
措
置
に
準
じ
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
た
こ

と
」（
取
引
規
制
府
令
五
九
条
一
項
一
四
号
ロ
⑶
）、「
法
第

百
六
十
七
条
第
四
項
に
定
め
る
公
表
の
措
置
に
準
じ
公

衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
た
こ
と
」（
同
府
令
六
三
条
一
項
一

四
号
ロ
⑶
）
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
法
第
百
六
十
六
条
（
第
百
六
十
七
条
）
第
四
項
に
定

め
る
公
表
の
措
置
に
準
じ
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
た
こ

と
」
と
は
、
金
商
法
一
六
六
条
（
一
六
七
条
）
四
項
ま
た

は
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
以
下
「
金
商
法
施
行
令
」

と
い
う
）
三
〇
条
一
項
二
号
〜
五
号
の
規
定
に
準
じ
、



─ 37 ─

2015. 9.25 商事法務No.2079

公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
（
注
一
八
）。
一
般
的
に
は
、T

D
net

（
東
京
証
券

取
引
所
の
適
時
開
示
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
）
を
利
用
し

た
適
時
開
示
の
方
法
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
自
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
す
る

方
法
や
、
大
量
保
有
報
告
書
に
記
載
し
て
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
方
法
は
、
金
商
法
一
六
六
条
（
一
六
七
条
）
四

項
ま
た
は
金
商
法
施
行
令
三
〇
条
一
項
二
号
〜
五
号
に

規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
知
る
前
契
約
・
計

画
」
の
公
表
の
措
置
と
し
て
も
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え

ら
れ
る
（
注
一
九
）。

　

な
お
、
金
商
法
一
六
六
条
（
一
六
七
条
）
四
項
に
定
め

る
公
表
の
措
置
に
は
、
公
衆
縦
覧
の
措
置
の
ほ
か
、
公

開
の
措
置
も
あ
る
と
こ
ろ
（
金
商
法
施
行
令
三
〇
条
一
項

一
号
）、
金
商
法
一
六
六
条
（
一
六
七
条
）
四
項
に
定
め

る
公
表
の
措
置
に
準
じ
「
公
開
さ
れ
た
こ
と
」
に
つ
い

て
は
、
契
約
・
計
画
の
事
後
的
な
捏
造
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。「
公

開
さ
れ
た
こ
と
」
と
は
、
金
商
法
施
行
令
三
〇
条
一
項

一
号
の
規
定
に
準
じ
、
二
以
上
の
報
道
機
関
に
対
し
て

公
開
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報

と
は
異
な
り
、
報
道
機
関
に
対
し
て
公
開
し
て
も
、
必

ず
し
も
実
際
に
報
道
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
、
事
後
的
な
捏
造
を
防
止
す
る
措
置
と
し
て
十
分
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
注
二
〇
）。

４　

取
引
規
制
府
令
五
九
条
一
項
一
四
号
ハ
・
六
三

条
一
項
一
四
号
ハ

　

一
四
号
の
規
定
に
よ
る
適
用
除
外
を
受
け
る
た
め
に

は
、「
売
買
等
の
別
、
銘
柄
及
び
期
日
並
び
に
当
該
期
日

に
お
け
る
売
買
等
の
総
額
又
は
数
」（
取
引
規
制
府
令
五

九
条
一
項
一
四
号
ハ
）、「
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
の

別
、
銘
柄
及
び
期
日
並
び
に
当
該
期
日
に
お
け
る
買
付

け
等
又
は
売
付
け
等
の
総
額
又
は
数
」（
同
府
令
六
三
条

一
項
一
四
号
ハ
）
が
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
お
い

て
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
当
該
契
約
・
計
画

に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
裁
量
の
余
地
が
な

い
方
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑴　
「
売
買
等
の
別
」・「
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
の
別
」

　
「
売
買
等
の
別
」（
取
引
規
制
府
令
五
九
条
一
項
一
四
号

ハ
）
と
は
、
売
付
け
・
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
・
合
併

に
よ
り
承
継
さ
せ
る
こ
と
、
買
付
け
・
そ
の
他
の
有
償

の
譲
受
け
・
合
併
に
よ
り
承
継
す
る
こ
と
と
い
っ
た
、

「
売
買
等
」（
注
二
一
）
の
う
ち
い
ず
れ
の
行
為
を
行
う

か
の
別
を
い
う
。

　

同
様
に
、「
買
付
け
等
又
は
売
付
け
等
の
別
」
と
は
、

買
付
け
・
そ
の
他
の
有
償
の
譲
受
け
・
合
併
に
よ
り
承

継
す
る
こ
と
、
売
付
け
・
そ
の
他
の
有
償
の
譲
渡
・
合

併
に
よ
り
承
継
さ
せ
る
こ
と
と
い
っ
た
、「
買
付
け
等

又
は
売
付
け
等
」（
注
二
二
）
の
う
ち
い
ず
れ
の
行
為
を

行
う
か
の
別
を
い
う
。

⑵　
「
期
日
」

　
「
期
日
」
と
は
、「
平
成
二
七
年
六
月
一
日
」、「
平
成

二
七
年
一
一
月
五
日
」
と
い
っ
た
特
定
の
具
体
的
な
日

を
い
う
。「
平
成
二
七
年
一
一
月
五
日
ま
で
に
」
と
い
っ

た
「
期
限
」
や
「
平
成
二
七
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
一

一
月
五
日
ま
で
」
と
い
っ
た
一
日
を
超
え
る
「
期
間
」

を
定
め
る
の
み
で
は
、「
期
日
」
が
特
定
さ
れ
ま
た
は
裁

量
の
余
地
が
な
い
方
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
注
二
三
）。

　
「
期
日
」
が
裁
量
の
余
地
が
な
い
方
式
に
よ
り
決
定

さ
れ
る
例
と
し
て
は
、「
契
約
・
計
画
の
締
結
・
決
定

の
後
、
東
京
証
券
取
引
所
に
お
け
る
終
値
が
は
じ
め
て

〇
円
を
超
え
た
日
の
翌
日
」
を
期
日
と
す
る
な
ど
、
売

買
等
を
行
う
本
人
の
裁
量
に
よ
ら
な
い
条
件
の
成
就
に

よ
り
自
動
的
に
期
日
が
定
ま
る
よ
う
に
す
る
方
法
が
考

え
ら
れ
る
。
条
件
の
成
就
が
本
人
の
裁
量
に
よ
ら
な
い

と
い
え
る
か
否
か
は
、
個
別
事
例
ご
と
に
、
当
該
条
件

の
具
体
的
内
容
や
本
人
の
具
体
的
地
位
等
の
実
態
に
即

し
て
判
断
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
二
四
）。

　

ま
た
、
証
券
会
社
等
に
売
買
等
の
期
日
を
一
任
す
る

こ
と
に
よ
り
、
売
買
等
を
行
う
本
人
の
裁
量
に
よ
ら
ず

に
期
日
が
定
ま
る
よ
う
に
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

証
券
会
社
等
へ
の
一
任
に
当
た
っ
て
は
、
売
買
等
の
諸

条
件
の
う
ち
、
た
と
え
ば
価
格
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ

う
な
条
件
を
設
定
し
た
上
で
、
当
該
条
件
を
充
足
す
る

期
日
に
売
買
等
を
行
う
よ
う
証
券
会
社
等
に
一
任
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
注
二
五
）。

　

① 　

特
定
の
価
格
（
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
方
式
に
よ

り
決
定
さ
れ
る
価
格
を
含
む
）
以
上
（
売
り
注
文

の
場
合
）
ま
た
は
以
下
（
買
い
注
文
の
場
合
）
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② 　

特
定
の
価
格
を
基
準
値
と
し
て
適
切
な
幅
を
特

定
し
た
も
の

　

③ 　

証
券
会
社
等
に
一
日
の
取
引
の
中
で
最
良
執
行

を
要
請
し
た
上
で
価
格
に
つ
い
て
当
該
証
券
会
社

等
が
裁
量
で
定
め
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
Ｃ
Ｄ
注

文
」）

　

④ 　

一
日
の
出
来
高
加
重
平
均
価
格
等
あ
ら
か
じ
め

定
め
る
方
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
価
格
を
目
標
と

す
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
Ｖ
Ｗ
Ａ
Ｐ
タ
ー
ゲ
ッ
ト

注
文
」
が
含
ま
れ
る
）

⑶　
「
売
買
等
の
総
額
又
は
数
」・「
買
付
け
等
又
は
売
付

け
等
の
総
額
又
は
数
」

　

数
量
に
つ
い
て
は
、「
売
買
等
の
総
額
又
は
数
」（
取

引
規
制
府
令
五
九
条
一
項
一
四
号
ハ
）、「
買
付
け
等
又
は

売
付
け
等
の
総
額
又
は
数
」（
同
府
令
六
三
条
一
項
一
四

号
ハ
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
売
買
等
（
買
付

け
等
ま
た
は
売
付
け
等
）
の
総
額
を
決
め
る
方
法
ま
た

は
売
買
等
（
買
付
け
等
ま
た
は
売
付
け
等
）
の
数
自
体

を
決
め
る
方
法
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
、
特
定
さ
れ
ま

た
は
裁
量
の
余
地
が
な
い
方
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。

　

ま
た
、「
期
日
」
単
位
（
一
日
単
位
）
で
特
定
さ
れ
ま

た
は
裁
量
の
余
地
が
な
い
方
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、「
当
該
期

日
に
お
け
る
売
買
等
の
総
額
又
は
数
」（
取
引
規
制
府
令

五
九
条
一
項
一
四
号
ハ
）、「
当
該
期
日
に
お
け
る
買
付

け
等
又
は
売
付
け
等
の
総
額
又
は
数
」（
同
府
令
六
三
条

一
項
一
四
号
ハ
）
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
定

期
間
に
お
け
る
売
買
等（
買
付
け
等
ま
た
は
売
付
け
等
）

の
総
額
ま
た
は
数
を
定
め
た
り
、
上
限
や
下
限
を
定
め

る
の
み
で
は
、
特
定
さ
れ
ま
た
は
裁
量
の
余
地
の
な
い

方
式
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え

ら
れ
る
（
注
二
六
）。

　

な
お
、
売
買
等
を
行
う
当
日
の
市
場
の
状
況
等
に

よ
っ
て
は
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
お
い
て
予
定
し

て
い
た「
当
該
期
日
に
お
け
る
売
買
等
の
総
額
又
は
数
」

に
満
た
な
い
数
量
の
取
引
し
か
行
え
な
い
場
合
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
契
約
・
計
画
の
と
お
り
に
売

買
等
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
四
号
ハ
の
要
件
該

当
性
の
問
題
で
は
な
く
、
売
買
等
が
「
契
約
の
履
行
と

し
て
」・「
計
画
の
実
行
と
し
て
」（
一
四
号
イ
）
行
わ
れ

た
と
い
え
る
か
否
か
の
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
外
部
的
な
事
情
に
よ
り
、
や
む
を
得
ず
予
定
に
満

た
な
い
取
引
し
か
行
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
基
本
的

に
、
売
買
等
が
「
契
約
の
履
行
と
し
て
」・「
計
画
の
実

行
と
し
て
」
行
わ
れ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
（
注
二
七
）。
他
方
、
意
図
的
に
取
引

の
数
量
を
少
な
く
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、「
契
約
の

履
行
と
し
て
」・「
計
画
の
実
行
と
し
て
」（
一
四
号
イ
）

行
わ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
適
用
除
外
を
受
け
ら
れ
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

⑷　

い
っ
た
ん
締
結
・
決
定
し
た
契
約
・
計
画
を
履

行
・
実
行
し
な
い
こ
と

　

い
っ
た
ん
締
結
・
決
定
し
た「
知
る
前
契
約
・
計
画
」

を
履
行
・
実
行
し
な
い
こ
と
は
、
基
本
的
に
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制
に
違
反
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
を
履
行
・
実
行
し
な
い
こ

と
に
つ
い
て
裁
量
を
有
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
、
一

四
号
ハ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
前
記
３
⑵
イ
の
と
お
り
、
あ
ら
か
じ
め
複

数
の
契
約
・
計
画
を
準
備
し
た
上
で
、
有
利
な
契
約
・

計
画
の
み
を
履
行
・
実
行
し
、
不
利
な
契
約
・
計
画
を

履
行
・
実
行
し
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
、
形
式
的
に
は

別
個
の
契
約
・
計
画
で
あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
み
れ

ば
「
売
買
等
の
別
」
や
「
期
日
」
等
に
つ
い
て
特
定
さ

れ
ま
た
は
裁
量
の
余
地
が
な
い
方
式
に
よ
り
決
定
さ
れ

て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
一
四
号
ハ
の
要

件
を
満
た
さ
ず
、
行
っ
た
売
買
等
に
つ
い
て
適
用
除
外

を
受
け
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
複
数
の
期
日
に
分
け
て
売
買
等
を
行
う
こ
と

を
内
容
と
す
る
契
約
・
計
画
を
準
備
し
た
上
で
、
有
利

な
期
日
の
売
買
等
の
み
を
行
い
、
不
利
な
期
日
の
売
買

等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
み
れ

ば
当
該
契
約
・
計
画
の
履
行
・
実
行
と
し
て
売
買
等
を

行
っ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
一
四
号
イ

の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
行
っ
た
売
買
等
に
つ
い
て
適
用

除
外
を
受
け
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
注
二
八
）。

⑸　

契
約
・
計
画
の
変
更

　

契
約
・
計
画
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
新
た

に
契
約
・
計
画
を
締
結
・
決
定
す
る
場
合
と
同
様
、
当

該
変
更
の
時
点
で
あ
ら
た
め
て「
知
る
前
契
約
・
計
画
」

の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注

二
九
）。
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た
だ
し
、
契
約
書
面
・
計
画
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い

る
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
る
た
び
に
、

「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
の
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
四
号
の
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に
つ
い
て
は
、

同
号
ハ
に
規
定
す
る
事
項
が
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」

を
構
成
す
る
事
項
で
あ
る
た
め
、
当
該
事
項
に
変
更
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
一
四
号
に
規
定
す
る
要

件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、

契
約
書
面
・
計
画
書
面
に
は
、
そ
れ
以
外
の
事
項
が
記

載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

一
四
号
ハ
に
規
定
す
る
事
項
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
事

項
に
変
更
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
た
め

て
一
四
号
に
規
定
す
る
要
件
を
充
足
す
る
必
要
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
（
注
三
〇
）。

５　
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」

　

上
場
会
社
の
役
職
員
や
主
要
株
主
等
は
、
当
該
上
場

会
社
に
係
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
を
逐
次
入
手
し
続
け

る
立
場
に
あ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
情
報
を
何
も
知
ら
な
い
状
態
で
当
該
上
場
会
社
株

の
売
買
等
に
関
す
る
契
約
・
計
画（「
知
る
前
契
約
・
計

画
」）
を
締
結
・
決
定
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
な
場
合

が
あ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
、
何
ら
か
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
を
知
っ
て

い
る
状
況
下
で
あ
っ
て
も
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
に

係
る
適
用
除
外
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関

す
る
Ｑ
＆
Ａ
」（
以
下
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｑ
＆
Ａ
」
と
い

う
）
に
お
い
て
、
次
の
問
に
つ
い
て
、
考
え
方
を
整
理

し
た
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｑ
＆
Ａ
問
５
）。

　

上
場
会
社
等
に
係
る
業
務
等
に
関
す
る
重
要
事

実
を
逐
次
入
手
し
続
け
る
立
場
に
あ
る
者
は
、
い

わ
ゆ
る
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
を
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
契

約
の
締
結
又
は
計
画
の
決
定
の
時
点
に
お
い
て
何

ら
か
の
重
要
事
実
を
知
っ
て
い
る
以
上
、
当
該
契

約
又
は
計
画
は
、「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
と
は
い

え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

当
該
Ｑ
＆
Ａ
に
お
い
て
は
、「
知
る
前
に
締
結
さ
れ

た
」・「
知
る
前
に
決
定
さ
れ
た
」
と
は
、「
売
買
等
を
行

う
時
点
に
お
い
て
知
っ
て
い
る
未
公
表
の
重
要
事
実
を

知
る
前
」
に
締
結
・
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と（
図
表
２
参
照
）
等
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
金
融
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
参
照
さ
れ
た
い
（
注
三
一
）。

６　
「
知
る
前
契
約
・
計
画
」
の
活
用
方
法

　

従
前
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
情
報
を
知
っ
て
し
ま
う
と
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
規
制
に
抵
触
し
、
ま
た
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
疑

わ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
が
、
今
般
の
一
四
号
の
新
設
に
よ
り
、
役
職

員
等
の
個
人
や
上
場
会
社
等
の
法
人
に
よ
る
「
知
る
前

契
約
・
計
画
」
の
活
用
が
見
込
ま
れ
る
。
今
後
、
実
務

の
工
夫
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
活
用
事
例
が
広
が
っ
て

い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

〔図表２〕　「知る前に締結された」・「知る前に決定された」についての考え方

インサイダー情報Ａを知った
未公表の
インサイ
ダー情報
Ａを知っ
ている

インサイダー情報Ｂを知った
未公表の
インサイ
ダー情報
Ｂを知っ
ている

インサイダー情報Ａ公表

インサイダー情報B公表

インサイダー情報Ｂ
について「知る前」

に該当

契約・計画を締結・決定

売買等
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⑴　

役
職
員
等
の
個
人
に
よ
る
活
用
が
想
定
さ
れ
る
場

面

　

① 　

役
員
・
従
業
員
持
株
会
の
新
規
加
入
、
拠
出
額

の
増
額
、
持
株
会
退
会
時
の
単
元
未
満
株
の
売
却

等

　

②　

累
積
投
資
の
新
規
開
始
、
拠
出
額
の
増
額
等

　

③　

役
員
就
任
時
の
自
社
株
の
買
い
増
し

　

④ 　

ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
等
に
よ
り
取

得
し
た
自
社
株
の
売
却

　

⑤ 　

そ
の
他
、
自
社
・
関
連
会
社
・
業
務
提
携
先
・

取
引
先
等
の
株
券
の
売
買
等

⑵　

上
場
会
社
等
の
法
人
に
よ
る
活
用
が
想
定
さ
れ
る

場
面

　

① 　

資
本
・
業
務
提
携
に
伴
う
相
手
方
の
株
式
の
取

得

　

②　

担
保
株
式
の
売
却

　

③ 　

取
得
条
項
付
新
株
予
約
権
の
取
得
条
項
に
よ
る

取
得

　

④　

株
主
還
元
率
達
成
の
た
め
の
自
己
株
取
得

　

⑤ 　

そ
の
他
、
自
社
・
関
連
会
社
・
業
務
提
携
先
・

取
引
先
等
の
株
券
の
売
買
等

四　

い
わ
ゆ
る
「
対
抗
買
い
」
に
係
る
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
適
用
除
外
規
定
の
解
釈

の
明
確
化

１　

改
正
の
背
景
・
概
要

　

公
開
買
付
け
等
に
対
抗
す
る
た
め
被
買
付
企
業
の
取

締
役
会
が
決
定
し
た
要
請
に
基
づ
い
て
、
当
該
被
買
付

企
業
の
役
員
や
取
引
銀
行
等
が
当
該
被
買
付
企
業
の
株

券
等
を
買
い
付
け
る
い
わ
ゆ
る
「
対
抗
買
い
」
は
、
非

常
時
に
お
け
る
企
業
防
衛
の
た
め
の
正
当
な
行
為
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
対
抗
買
い
」
に
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
と
、
被
買
付

企
業
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
が
あ
る
場
合
、「
対
抗
買

い
」
を
行
う
者
の
多
く
が
会
社
関
係
者
・
公
開
買
付
者

等
関
係
者
等
と
し
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
適
用

対
象
と
な
り
、
被
買
付
企
業
は
有
効
な
対
抗
措
置
を
と

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
公
開
買
付
者
等
と
の
間
で

被
買
付
企
業
が
著
し
く
不
利
と
な
る
と
い
う
不
均
衡
を

生
じ
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
公
開
買
付
け
等
を
仕
掛
け
ら
れ
た
場
合
に

は
、
た
と
え
被
買
付
企
業
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
を

知
っ
て
い
る
会
社
関
係
者
・
公
開
買
付
者
等
関
係
者
等

で
あ
っ
て
も
、
当
該
被
買
付
企
業
の
取
締
役
会
が
決
定

し
た
要
請
に
基
づ
く
限
り
に
お
い
て
「
対
抗
買
い
」
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
金
商
法
一
六
六
条
六
項
四

号
、
一
六
七
条
五
項
五
号
。
図
表
３
参
照
）。

　

し
か
し
、
被
買
付
企
業
の
取
締
役
会
が
自
社
に
対
す

る
公
開
買
付
け
等
の
存
否
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
公
開
買
付
け
等
が
実
際
に
は
存

在
し
な
か
っ
た
場
合
、「
対
抗
買
い
」
に
係
る
適
用
除
外

〔図表３〕　「対抗買い」に係る適用除外規定の概要

・金商法166条6項4号は，第三者が被買付企業の重要事実を知っている場合の適
　用除外規定
・金商法167条5項5号は，第三者が公開買付け等事実を知っている場合の適用除
　外規定

第三者
（被買付企業の重要事実・
公開買付け等事実を知って
いる）　　　　　　　　　

「対抗買い」の要請
被買付企業
重要事実

公開買付け等事実

公開買付者等

被買付企業の株券等の
買付け

インサイダー取引規制
適用除外
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の
要
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
に
な
り
得
る
と
の
問
題
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ

報
告
書
に
お
い
て
は
、「
Ⅲ
２
．
公
開
買
付
け
等
事
実
の

情
報
受
領
者
に
係
る
適
用
除
外
」
の
項
目
に
お
い
て
、

公
開
買
付
け
等
事
実
の
情
報
受
領
者
に
係
る
適
用
除
外

規
定
の
新
設
に
つ
い
て
の
提
言
に
続
き
、
以
下
の
と
お

り
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
注
三
二
）。

③　

現
行
の
適
用
除
外
規
定

　

上
述
の
見
直
し
に
加
え
、
現
行
の
対
抗
買
い
に

関
す
る
適
用
除
外
規
定
（
金
商
法
一
六
六
条
六
項
四

号
、
一
六
七
条
五
項
五
号
）
に
つ
い
て
も
、
実
務
面

で
利
用
し
難
い
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
解
釈
の
明
確
化
等
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
適

当
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
書
に
お
け
る
前

記
の
よ
う
な
提
言
を
踏
ま
え
つ
つ
、
金
商
法
等
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
解
釈
の
明
確
化
を
行
う
こ
と
と
し

た
（
金
商
法
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
章
一
六
六
–
一
、
一
六

六
–
二
、
一
六
七
–
一
）。

２　

改
正
金
商
法
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容

　

被
買
付
企
業
の
取
締
役
会
が
、
当
該
被
買
付
企
業
以

外
の
者
か
ら
公
開
買
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
提
案
を
受
け
た
こ
と
や
、
当
該
被
買
付
企
業

以
外
の
者
が
公
開
買
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の

決
定
を
し
た
事
実
を
裏
づ
け
る
具
体
的
な
報
道
が
行
わ

れ
た
こ
と
と
い
っ
た
合
理
的
な
根
拠
を
踏
ま
え
、「
公

開
買
付
け
等
が
あ
る
」
と
判
断
し
、
そ
れ
に
対
抗
す
る

目
的
で
「
対
抗
買
い
」
の
要
請
を
行
い
、
第
三
者
が
当

該
要
請
に
基
づ
い
て
買
付
け
等
を
行
っ
た
場
合
で
あ
れ

ば
、
仮
に
実
際
に
は
公
開
買
付
け
等
が
存
在
し
な
か
っ

た
と
し
て
も
、「
対
抗
買
い
」
を
口
実
と
し
た
不
正
な
取

引
に
は
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、「
対
抗
買
い
」
に
係
る

適
用
除
外
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
ら
れ

る
。

　

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
を
踏
ま
え
、
金
商
法
等
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
第
一
章
に
、
一
六
六
–
一
、
一
六
七
–
一
を
新

設
す
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、「
対
抗
買
い
」
の

要
請
決
定
の
時
点
で
公
開
買
付
け
等
が
現
に
存
在
す
る

こ
と
ま
で
は
必
要
な
く
、
被
買
付
企
業
の
取
締
役
会
が

決
定
し
た
要
請
が
、
次
の
①
お
よ
び
②
の
要
件
を
満
た

す
場
合
に
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
適
用
除
外

の
対
象
と
な
る
「
対
抗
買
い
」
に
係
る
要
請
に
該
当
す

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

① 　

公
開
買
付
け
等
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
合
理

的
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

　

② 　

当
該
公
開
買
付
け
等
に
対
抗
す
る
目
的
を
も
っ

て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

　

一
方
、「
対
抗
買
い
」
の
要
請
を
受
け
た
第
三
者
が
、

公
開
買
付
け
等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、

未
公
表
の
重
要
事
実
に
基
づ
く
買
付
け
等
を
行
う
お
そ

れ
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
買
付
け
等
は
、
被
買
付

企
業
か
ら
の
要
請
を
悪
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
取
締
役

会
が
決
定
し
た
要
請
に
「
基
づ
い
て
」
買
付
け
等
を
す

る
も
の
と
は
い
え
ず
、
適
用
除
外
の
対
象
に
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
を
踏
ま
え
、
金
商

法
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
章
に
、
一
六
六
–
二
を
新
設

す
る
こ
と
と
し
た
（
注
三
三
）。

（
注
一
） 

本
稿
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
安
部
博
之
市
場

課
有
価
証
券
係
長
お
よ
び
高
岡
瑛
希
同
課
課
徴
金
係
長

等
か
ら
、
執
筆
上
の
協
力
を
得
た
。
本
稿
に
お
け
る
解

釈
や
意
見
に
関
す
る
記
述
は
、
執
筆
者
の
個
人
的
な
見

解
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
所
属
機
関
の
見
解
を
公
式
に

示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

（
注
二
） 

金
融
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（http://w

w
w

.fsa.go.jp/

singi/singi_kinyu/tosin/20121225-1.htm
l

）
参
照
。

（
注
三
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
将
彦
＝
滝
琢
磨
＝
上

島
正
道
＝
山
辺
紘
太
郎
「
公
募
増
資
に
関
連
し
た
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
事
案
等
を
踏
ま
え
た
対
応
」
本
誌
二
〇

一
二
号
（
二
〇
一
三
）
二
四
頁
お
よ
び
小
長
谷
章
人
＝

古
角
壽
雄
＝
上
島
正
道
＝
山
辺
紘
太
郎
「
公
募
増
資
に

関
連
し
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
事
案
等
を
踏
ま
え
た
対

応
、
フ
ァ
ン
ド
販
売
規
制
の
見
直
し
」
本
誌
二
〇
二
九

号
（
二
〇
一
四
）
四
八
頁
参
照
。

（
注
四
） 

金
融
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（http://w

w
w

.fsa.go.jp/

new
s/26/syouken/20150618-1.htm

l

）
参
照
。

（
注
五
） 

金
融
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（http://w

w
w

.fsa.go.jp/

new
s/27/syouken/20150902-1.htm

l

）
参
照
。

（
注
六
） 

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
書
一
一
頁
参
照
。

（
注
七
） 

「『
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣

府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
案
）』
及
び
『
金

融
商
品
取
引
法
等
に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
』

（
金
融
商
品
取
引
法
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
一
部
改
正



商事法務No.2079 2015. 9.25

─ 42 ─

（
案
）
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
並
び

に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
の
追
加

等
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
コ
メ
ン
ト
の
概
要
及
び
そ

れ
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
」（
以
下「
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
」
と
い
う
）
一
頁
（
二
番
）

参
照
。

（
注
八
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
一
頁

（
一
番
）
参
照
。

（
注
九
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
二
頁

（
六
番
）
参
照
。

（
注
一
〇
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
二

頁
（
七
番
）
参
照
。

（
注
一
一
） 

「
金
融
商
品
取
引
業
者（
法
第
二
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
（
有
価
証
券

関
連
業
に
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
法
第
二
十
九
条
の

四
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取

扱
業
務
の
み
を
行
う
も
の
を
除
く
。）
を
行
う
者
に
限

る
。…
…
）」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
取
引
規
制
府
令
五

九
条
一
項
一
四
号
ロ
⑴
）。

（
注
一
二
） 

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
書
一
一
頁
参
照
。

（
注
一
三
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
二

頁
〜
三
頁
（
一
〇
番
〜
一
四
番
）
参
照
。

（
注
一
四
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
四

頁
（
一
八
番
）
参
照
。

（
注
一
五
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
三

頁
（
一
五
番
）
参
照
。

（
注
一
六
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
三

頁
〜
四
頁
（
一
六
番
、
一
七
番
）
参
照
。

（
注
一
七
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
四

頁
（
一
九
番
）、
九
頁
（
三
七
番
）
参
照
。

（
注
一
八
） 

平
成
二
四
年
二
月
一
〇
日
付
金
融
庁
「
平
成

二
三
年
金
融
商
品
取
引
法
等
改
正
（
一
年
以
内
施
行
）

に
係
る
政
令
・
内
閣
府
令
案
等
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
結
果
等
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
コ
メ
ン

ト
の
概
要
及
び
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え

方
」
三
四
頁
〜
三
五
頁
（
八
五
番
、
八
六
番
）
参
照
。

（
注
一
九
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
五

頁
（
二
二
番
、
二
三
番
）
参
照
。

（
注
二
〇
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
五

頁
（
二
一
番
）
参
照
。

（
注
二
一
） 

「
売
買
等
」
と
は
、
金
商
法
一
六
六
条
一
項
に

規
定
す
る
売
買
等
を
い
う
（
取
引
規
制
府
令
五
二
条
一

項
一
二
号
）。
す
な
わ
ち
、「
売
買
そ
の
他
の
有
償
の
譲

渡
若
し
く
は
譲
受
け
、
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
る
承

継
（
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
承
継
さ
せ
、
又
は
承
継
す

る
こ
と
を
い
う
。）
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
を
い

う
。

（
注
二
二
） 

「
買
付
け
等
」
と
は
、
金
商
法
一
六
七
条
一
項

に
規
定
す
る
買
付
け
等
を
い
う
（
取
引
規
制
府
令
六
三

条
一
項
一
号
）。
具
体
的
に
は
、
金
商
法
施
行
令
三
三
条

の
三
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
売
付
け
等
」
と
は
、
金
商

法
一
六
七
条
一
項
に
規
定
す
る
売
付
け
等
を
い
う
（
取

引
規
制
府
令
六
三
条
一
項
一
号
）。
具
体
的
に
は
、
金
商

法
施
行
令
三
三
条
の
四
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
注
二
三
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
五

頁
（
二
四
番
）
参
照
。

（
注
二
四
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
五

頁
〜
七
頁
（
二
六
番
〜
二
八
番
）
参
照
。

（
注
二
五
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
八

頁
（
三
三
番
）
参
照
。

（
注
二
六
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
七

頁
（
二
九
番
）、
八
頁
（
三
一
番
）
参
照
。

（
注
二
七
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
七

頁
（
三
〇
番
）
参
照
。

（
注
二
八
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
四

頁
（
一
九
番
）、
九
頁
（
三
七
番
）
参
照
。

（
注
二
九
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
九

頁
（
三
八
番
）
参
照
。

（
注
三
〇
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え
方
九

頁
〜
一
〇
頁
（
四
〇
番
）
参
照
。

（
注
三
一
） 

金
融
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
前
掲
（
注
五
）
参

照
。

（
注
三
二
） 

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｗ
Ｇ
報
告
書
一
〇
頁
参
照
。

（
注
三
三
） 

ま
た
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｑ
＆
Ａ
に
お
い
て
、

金
商
法
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
一
章
一
六
六
–
一
、
一
六

六
–
二
、
一
六
七
–
一
の
補
足
説
明
を
行
う
こ
と
と
し

た
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
Ｑ
＆
Ａ
問
４
）。
詳
細
に
つ
い
て

は
、
金
融
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
前
掲
（
注
五
）
参
照
。

 

（
ふ
な
こ
し
・
り
ょ
う
す
け
）


